
「世田谷区立奥沢中学校改築（区立児童館との一体整備）に関する条例等説明に

ついて」内の以下のページに訂正がございます。 

 下記の誤りについて、お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。 

 なお、説明会後に近隣住民の方へ個別説明および投函させていただいた資料

は、訂正後のものになります。 

 

「世田谷区立奥沢中学校改築（区立児童館との一体整備）に関する条例等説明に

ついて」説明資料 正誤表 

ページ番号 誤 正 

10ページ 時刻日影図 日影範囲 別紙のとおり 

 



条例等に関する説明【世田谷区中高層条例・建築基準法55条許可】

10

N

第一種低層住居専用地域
・計算日 冬至
・計算時間 8時～16時
・受影面 0m

※敷地内外とも学校地盤高が平坦に続いていると仮定した条件としているため、実際の地盤面に落とす日影形状と異なります

時刻日影図
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